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１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】

平成23年６月30日に提出いたしました第128期（自　平成22年４月１日　至　平成23年３月31日）有価証券

報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提

出するものであります。

　

２ 【訂正事項】

第一部　企業情報

　第４　提出会社の状況

　　６　コーポレートガバナンスの状況等

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。

　

第一部 【企業情報】

　第４ 【提出会社の状況】

　　６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

　（訂正前）

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

（省略）

①  企業統治の体制

当社は監査役制度を採用し、監査役会は監査役４名（うち社外監査役３名）により構成されており

ます。監査役会は定期的に開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。監査役は、取締役会、全国

事業所長会議等の重要な会議に出席して適宜意見を述べるとともに、職務の執行状況を監視できる体

制としております。各監査役の間での意見交換は適宜行われ、コーポレート・ガバナンス体制の充実を

図るとともに運用を監視し、業務執行の適法性に関する監査を実施しています。

こうした取り組みの結果、客観的立場から経営を監視する体制が機能していると判断して、現在の体

制を採用しています。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締

役は１０百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は５百万円又は法令が定める額の

いずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査

役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

②～⑥　＜省略＞

⑦～⑩記載なし
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　（訂正後）

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

（省略）

①  企業統治の体制

当社は監査役制度を採用し、監査役会は監査役４名（うち社外監査役３名）により構成されており

ます。監査役会は定期的に開催されるほか、必要に応じて随時開催されます。監査役は、取締役会、全国

事業所長会議等の重要な会議に出席して適宜意見を述べるとともに、職務の執行状況を監視できる体

制としております。各監査役の間での意見交換は適宜行われ、コーポレート・ガバナンス体制の充実を

図るとともに運用を監視し、業務執行の適法性に関する監査を実施しています。

こうした取り組みの結果、客観的立場から経営を監視する体制が機能していると判断して、現在の体

制を採用しています。

当社は、取締役及び監査役が本来なすべき職務の執行を円滑に行うことができるよう、会社法第426

条第１項の規定に基づき、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む）及び監査役

（監査役であったものを含む）の同法第423条第１項の賠償責任を法令の限度において免除すること

ができる旨を定款で定めております。

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損

害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締

役は１０百万円又は法令が定める額のいずれか高い額、社外監査役は５百万円又は法令が定める額の

いずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査

役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

②～⑥　＜省略＞

⑦  取締役会で決議できる株主総会決議事項

当社は、経営環境等の変化に速やかに対応するため、会社法第165条第２項の規定に基づき、取締役会

の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

⑧  取締役の定数

当社の取締役は１５名以内とする旨を定款で定めております。

⑨  取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権

の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって決める旨を定款

に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらない旨も定款に定めております。

⑩  株主総会の特別決議要件

当社は、特別決議を要する議案につき、議決権を行使する株主の意思が当該議案の決議に反映される

ことをより確実にするため、会社法第309条第２項に定める株主総会の決議は議決権を行使することが

できる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以

上にあたる多数をもって行う旨を定款に定めております。
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